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）」
を
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
法
は
、
一
九
世
紀
末
に
相
次
ぐ
子
ど
も
の
保
護
を
目
的
と
し
た

一
連
の
立
法
の
一
つ
で
あ
り
、
一
定
の
場
合
に
親
権
喪
失
の
宣
告
を

可
能
に
す
る
、

虐
待
さ
れ
ま
た
は
心
理
的
に
遺
棄
さ
れ
た
子
ど
も

の
保
護
に
関
す
る
一
八
八
九
年
七
月
二
四
日
の
法
律２

）」
に
次
ぐ
も
の

で
あ
る
。

本
法
の
位
置
づ
け
に
関
連
し
て
、R

.G
A
R
R
A
U
D

は
、
国
家
が

介
入
す
べ
き
義
務
を
有
す
る
子
ど
も
を
四
つ
に
分
類
す
る
。
即
ち
、

①
捨
て
子
、
物
理
的
に
遺
棄
さ
れ
た
子
ど
も
、
ま
た
は
、
孤
児
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）、
②
心
理
的
に
遺
棄
さ
れ
た
子
ど
も
（les

 
en
fa
n
ts

 
m
o
ra
lem

en
t a

b
a
n
d
o
n
n
ees

）、
③
貧
窮
し
、
乞
食
と
な
り
、
ま

た
は
、
浮
浪
す
る
子
ど
も
（les en

fa
n
ts in

d
ig
en
ts,

m
en
d
ia
n
ts

 
o
u v

a
g
a
b
o
n
d
s

）、
④
浮
浪
及
び
乞
食
以
外
の
犯
罪
で
有
責
と
な
っ

た
子
ど
も
の
四
つ
で
あ
る３

）。
そ
の
上
で
、R

.G
A
R
R
A
U
D

は
、
②

類
型
の
「
心
理
的
に
遺
棄
さ
れ
た
子
ど
も
と
は
、
親
の
無
力
さ
、
懈

怠
、
も
し
く
は
、
不
善
の
結
果
、
ま
た
は
、
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、

親
の
支
配
下
に
置
か
れ
、
教
育
が
奪
わ
れ
て
い
る
状
態
に
あ
る
者
を

い
う
。
…
…
心
理
的
に
遺
棄
さ
れ
た
子
ど
も
は
、
乞
食
に
な
っ
た
り
、

浮
浪
し
た
り
、
犯
罪
行
為
を
行
っ
た
り
は
し
て
い
な
い
が
、
彼
の
家

族
の
中
で
、
彼
を
歪
め
、
堕
落
さ
せ
る
教
育
を
受
け
て
い
る
」
と
し
、

②
類
型
に
対
す
る
措
置
と
し
て
、
一
八
八
九
年
七
月
二
四
日
の
法
律

に
続
い
て
本
法
を
挙
げ
て
い
る４

）。

本
法
が
登
場
す
る
背
景
及
び
本
法
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
立
法
提

案
者
の
一
人
で
あ
るH

en
ry C

O
C
H
IN

は
以
下
の
諸
点
を
挙
げ
て

い
る
。
①
虐
待
は
最
も
卑
劣
な
行
為
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

れ
が
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
私
的
住
居
の
中
で
行
わ
れ
る
こ
と

が
多
い
こ
と
か
ら
、
発
覚
し
づ
ら
く
、
仮
に
発
覚
し
た
場
合
で
も
、

行
為
者
は
し
ば
し
ば
親
権
及
び
懲
戒
権
の
背
後
に
隠
れ
て
し
ま
う
点
、
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②
往
々
に
し
て
、
裁
判
所
は
こ
の
種
の
事
案
に
対
し
て
寛
容
で
あ
る

点
、
③
裁
判
官
が
処
罰
し
よ
う
と
考
え
た
と
し
て
も
、
例
え
ば
、
軽

微
な
侵
害
が
反
復
、
継
続
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
、
現
行
法
は
裁
判
官

に
と
っ
て
十
分
な
武
器
と
な
ら
な
い
点
、
④
現
行
法
は
暴
行
の
被
害

者
に
関
し
て
尊
属
を
除
い
て
い
か
な
る
区
別
も
し
て
い
な
い
点
等
。

そ
の
上
で
、C

O
C
H
IN

は
、

少
な
く
と
も
、
立
法
者
は
、
法
律
の

厳
格
さ
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
で
、
立
法
者
の
処
罰
し
よ
う
と
す
る
意

思
、
さ
ら
に
は
、
よ
り
重
く
処
罰
し
よ
う
と
す
る
意
思
を
示
す
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
立
法
者
意
思
の
表
明
は
、
法
律
を
適
用
す

る
義
務
を
負
う
者
に
何
ら
の
影
響
も
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
は
決
し

て
な
い
」
と
し
て
、
罪
の
な
い
子
ど
も
を
保
護
す
る
に
は
法
律
を
厳

格
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
す
る５

）。

本
法
律
の
主
た
る
内
容
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
①
一
五
歳
以

下
の
子
ど
も
を
故
意
に
傷
害
す
る
行
為
、
こ
れ
を
殴
打
す
る
行
為
、

な
ら
び
に
、
必
要
な
食
物
及
び
世
話
を
故
意
に
提
供
し
な
い
行
為
を

特
別
な
犯
罪
類
型
と
す
る
こ
と
、
②
こ
れ
ら
の
犯
罪
が
、
嫡
出
、
非

嫡
出
も
し
く
は
養
子
縁
組
に
よ
る
尊
属
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
、
当
該

子
ど
も
に
対
し
て
権
限
を
有
し
も
し
く
は
監
護
権
を
有
す
る
そ
の
他

の
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
に
刑
を
加
重
す
る
こ
と
、
③
身
体
的

ま
た
は
精
神
的
状
態
の
故
に
、
自
分
で
身
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
状

況
に
な
い
子
ど
も
ま
た
は
無
能
力
者
に
対
す
る
、
人
気
の
な
い
場
所

ま
た
は
人
目
の
あ
る
場
所
へ
の
遺
棄
及
び
放
棄
に
関
し
て
、
刑
法
典

に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
諸
原
則
を
完
全
に
修
正
す
る
こ
と
、
④
巡
業
的

職
業
に
使
用
さ
れ
る
子
ど
も
の
保
護
に
関
す
る
一
八
七
四
年
一
二
月

七
日
の
法
律
第
二
条６

）を
修
正
す
る
こ
と
、
即
ち
、
処
罰
類
型
を
拡
充

し
、
有
罪
判
決
の
効
果
と
し
て
、
後
見
の
解
任
ま
た
は
親
権
の
喪
失

を
規
定
す
る
こ
と
、
⑤
本
法
が
規
定
し
処
罰
す
る
軽
罪
ま
た
は
重
罪

の
み
な
ら
ず
、
子
ど
も
に
よ
っ
て
ま
た
は
子
ど
も
に
対
し
て
な
さ
れ

る
あ
ら
ゆ
る
軽
罪
ま
た
は
重
罪
に
適
用
さ
れ
る
一
般
原
則
を
定
立
す

る
こ
と
、
即
ち
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
軽
罪
ま
た
は
重
罪
の
係
属

し
た
予
審
判
事
は
、
暫
定
的
に
、
親
に
よ
る
裁
判
所
へ
の
申
立
を
除

い
て
、
子
ど
も
の
監
護
に
必
要
な
措
置
を
と
る
権
限
を
有
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
、
⑥
子
ど
も
に
よ
っ
て
ま
た
は
子
ど
も
に
対
し
て
な
さ

れ
た
重
罪
ま
た
は
軽
罪
の
係
属
し
た
法
院
及
び
裁
判
所
に
、
監
護
権

の
喪
失
を
宣
告
し
、
終
局
的
に
、
子
ど
も
の
監
護
に
つ
い
て
判
断
す

る
権
限
を
付
与
す
る
こ
と
。

本
法
の
主
眼
は
、
法
律
名
か
ら
も
看
取
さ
れ
る
よ
う
に
、
子
ど
も

に
対
し
て
な
さ
れ
る
暴
行
等
の
厳
罰
化
に
あ
る７

）。
即
ち
、
本
法
は
、

未
成
年
者
に
暴
力
行
為
を
す
る
成
人
に
対
し
て
、
と
り
わ
け
刑
法
典

を
は
じ
め
と
す
る
諸
規
定
を
強
化
、
有
責
な
不
作
為
も
処
罰
対
象
と

し
た
上
で
、
子
ど
も
の
親
及
び
監
護
権
者
が
暴
行
等
の
行
為
者
で
あ

る
場
合
に
、
さ
ら
に
刑
罰
を
加
重
す
る
こ
と
で
、
子
ど
も
の
保
護
を
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拡
充
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
本
法
が
目
指
す
厳
罰
化
に
よ
る
子
ど
も
の
保
護
に
つ

い
て
は
、
奇
し
く
もC

O
C
H
IN

が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
虐
待

等
が
発
覚
し
づ
ら
い
、
言
い
換
え
れ
ば
、
暗
数
の
多
い
行
為
態
様
で

あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
重
罰
化
は
よ
り
一
層
発
覚
を
妨
げ
る
一
要

因
と
な
る
危
険
を
伴
う
で
あ
ろ
う
。

む
し
ろ
、
本
法
で
着
目
す
べ
き
は
、
終
局
的
に
、
子
ど
も
の
監
護

に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
裁
判
所
の
権
限
を
拡
大

し
た
点
で
あ
ろ
う
。
本
法
の
意
義
に
つ
い
て
、P

É
D
R
O
N

は
、
子

ど
も
に
対
す
る
暴
行
等
の
厳
罰
化
と
同
時
に
、
本
法
が
暴
行
等
の
被

害
者
で
あ
る
子
ど
も
の
監
護
に
関
し
て
判
断
す
る
権
限
を
裁
判
所
に

与
え
た
上
、
犯
罪
行
為
者
で
あ
る
未
成
年
者
も
今
後
保
護
さ
れ
う
る

対
象
と
し
た
点
を
捉
え
て
、

本
法
は
、
未
成
年
者
の
保
護
に
関
す

る
特
別
な
制
度
の
構
築
に
お
い
て
、
決
定
的
な
一
段
階
を
示
し
て
い

る
」
と
評
し
て
い
る８

）。

ま
た
、G

A
R
Ç
O
N

は
、

最
近
ま
で
、
子
ど
も
を
無
罪
と
し
た

判
事
は
、
二
つ
の
選
択
肢
し
か
も
た
な
か
っ
た
。
即
ち
、
子
ど
も
の

親
へ
の
引
き
渡
し
か
、
強
制
訓
練
所
（u

n
e
 
m
a
iso
n
 
d
e
 
co
rrec-

tio
n

）
へ
の
移
送
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
た
」
と
し
た
上
で
、
一
九
世

紀
末
の
立
法
に
お
け
る
少
年
保
護
の
流
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
即
ち
、

虐
待
さ
れ
、
心
理
的
に
遺
棄
さ
れ
た
子
ど
も

の
保
護
に
関
す
る
一
八
八
九
年
七
月
二
四
日
の
法
律
は
、
資
格
を
欠

く
親
に
対
す
る
親
権
喪
失
の
宣
告
を
許
容
し
、
二
一
歳
未
満
の
少
年

の
後
見
及
び
監
護
を
編
成
し
た
。
…
…
一
八
九
八
年
四
月
一
九
日
の

法
律
も
ま
た
、
よ
り
決
定
的
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。
子
ど
も
に
よ

る
ま
た
は
子
ど
も
に
対
す
る
軽
罪
ま
た
は
重
罪
の
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
、

重
罪
ま
た
は
軽
罪
が
係
属
し
た
法
院
ま
た
は
裁
判
所
は
、
検
察
官
を

聴
問
し
た
後
、
終
局
的
に
、
子
ど
も
の
監
護
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
法
院
ま
た
は
裁
判
所
は
、
親
、
任
意
の
個
人
、
も
し

く
は
、
法
院
も
し
く
は
裁
判
所
が
指
定
し
た
慈
善
施
設
、
ま
た
さ
ら

に
は
、
公
的
扶
助
に
子
ど
も
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
予
審
判

事
も
同
様
の
権
限
を
有
す
る
が
、
一
時
的
な
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
。

…
…
こ
の
法
文
は
、
そ
の
射
程
が
き
わ
め
て
広
い
、
大
胆
な
改
革
を

実
現
す
る
。
こ
の
法
文
は
、
判
事
の
権
限
を
拡
充
し
、
行
刑
コ
ロ

ニ
ー
へ
の
移
送
を
必
要
と
し
な
い
と
思
料
さ
れ
る
犯
罪
少
年
に
対
し

て
、
彼
の
教
育
を
保
障
す
る
た
め
、
私
的
扶
助
に
委
ね
る
こ
と
を
可

能
に
す
る
。
裁
判
所
は
、
今
日
、
こ
の
規
定
を
し
ば
し
ば
適
用
し
て

い
る９

）」
と
。

こ
の
よ
う
に
、
本
法
は
、
保
護
の
対
象
を
犯
罪
の
被
害
者
と
な
っ

た
子
ど
も
に
限
ら
ず
、
犯
罪
行
為
を
行
っ
た
子
ど
も
に
ま
で
及
ぼ
し

て
い
る
点
で
、
少
年
の
保
護
の
拡
充
を
志
向
す
る
、
一
八
八
九
年
七

月
二
四
日
の
法
律
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
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子
ど
も
の
保
護
と
い
う
視
点
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
非
行
少
年
に
も
遍

く
必
要
な
保
護
を
要
請
す
る
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
立
法
動
向
は
、
近

時
わ
が
国
で
展
開
さ
れ
て
い
る
、
非
行
少
年
に
対
す
る
厳
罰
化
傾
向

と
対
照
的
で
あ
る
。
こ
の
点
、
本
法
は
、
わ
が
国
で
非
行
少
年
へ
の

対
応
を
考
え
る
際
に
立
ち
返
る
べ
き
基
本
的
視
座
を
提
供
し
う
る
と

い
う
意
味
で
、
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う10

）。

他
方
で
、
本
法
は
、
一
五
歳
以
下
の
少
年
に
対
す
る
故
意
に
よ
る

食
物
ま
た
は
世
話
の
不
提
供
を
処
罰
対
象
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
真
正

不
作
為
犯
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
刑
法
総
論
に
お
い

て
、
と
り
わ
け
、
不
作
為
犯
論
の
領
域
で
、
本
法
が
し
ば
し
ば
取
り

上
げ
ら
れ
る11

）。

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
不
作
為
に
よ
る
作
為
犯
の
議
論
が
活
発
化

す
る
契
機
と
な
っ
た
判
例
と
し
て
、P

o
itiers

控
訴
院
一
九
〇
一
年

一
一
月
二
〇
日
判
決
が
あ
る
。
本
判
決
で
は
、
精
神
障
害
者
で
あ
る

成
人
女
性
に
対
す
る
母
親
に
よ
る
世
話
の
不
提
供
が
暴
行
罪
に
該
当

す
る
か
が
争
わ
れ
、P
o
itiers

控
訴
院
は
、

暴
行
な
く
し
て
暴
行

罪
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
し
て
こ
れ
を
否
定
し
た12

）。

本
件
に
お
い
て
、
暴
行
罪
を
め
ぐ
る
不
作
為
に
よ
る
作
為
犯
の
議

論
が
展
開
さ
れ
た
一
つ
の
要
因
と
し
て
、
本
法
の
不
作
為
犯
処
罰
規

定
が
、
未
成
年
者
の
み
を
客
体
と
し
て
お
り
、
精
神
病
に
罹
患
し
た

成
人
女
性
で
あ
る
本
件
被
害
者
に
は
適
用
さ
れ
え
な
か
っ
た
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
伝
統
的
に
、
不
作
為
に
よ
る
作
為
犯
（
不
真
正

不
作
為
犯
）
は
法
定
原
則
違
反
で
あ
り
、
不
作
為
を
処
罰
す
る
に
は
、

明
文
で
そ
の
旨
規
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、

こ
の
伝
統
を
堅
持
し
た
本
件
判
決
は
、
学
説
に
よ
っ
て
広
く
支
持
さ

れ
る
に
至
り
、
当
罰
的
な
不
作
為
に
つ
い
て
は
、
立
法
に
よ
っ
て
解

決
す
る
と
い
う
基
本
姿
勢
は
現
在
も
維
持
さ
れ
て
い
る13

）。

フ
ラ
ン
ス
の
こ
の
よ
う
な
動
向
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
不
真
正
不

作
為
犯
論
を
精
査
す
る
意
味
で
も
非
常
に
示
唆
的
で
あ
り
、
こ
れ
と

関
連
す
る
本
法
の
内
容
を
知
る
こ
と
は
そ
の
前
提
と
し
て
不
可
欠
と

い
え
よ
う
。

以
下
、
本
法
律
を
翻
訳
し
て
紹
介
す
る
。
な
お
、
翻
訳
に
当
た
っ

て
は
、
大
貝
葵
（
金
沢
大
学
人
間
社
会
研
究
域
法
学
系
准
教
授
）、

及
び
、
井
上
宜
裕
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教
授
）
が
共

同
し
て
行
い
、
フ
ラ
ン
ス
刑
事
立
法
研
究
会
で
逐
語
的
に
再
検
討
し

つ
つ
、
全
体
の
訳
語
や
表
現
の
統
一
を
図
っ
た
。

（
井
上
宜
裕
）

資 料
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子
ど
も
に
対
し
て
な
さ
れ
る
暴
行
、
暴
力
行
為
、
残
虐
行
為
及
び
加

害
行
為
の
処
罰
に
関
す
る
一
八
九
八
年
四
月
一
九

二
一
日
の
法
律

第
一
条
｜
次
の
諸
規
定
が
、
刑
法
第
三
一
二
条
に
付
け
加
え
ら
れ
る
。

「
満
一
五
歳
以
下
の
子
ど
も
を
故
意
に
傷
害
し
も
し
く
は
殴
打
し

た
者
、
ま
た
は
、
満
一
五
歳
以
下
の
子
ど
も
に
対
し
て
、
そ
の
子

ど
も
の
健
康
を
危
険
に
さ
ら
す
ほ
ど
、
食
物
も
し
く
は
世
話
を
故

意
に
提
供
し
な
か
っ
た
者
は
、
一
年
以
上
三
年
以
下
の
拘
禁
、
及

び
、
一
六
フ
ラ
ン
以
上
一
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
。」

「
傷
害
、
殴
打
、
も
し
く
は
、
食
物
も
し
く
は
世
話
の
不
提
供
か

ら
、
二
〇
日
以
上
の
疾
病
も
し
く
は
労
働
不
能
が
生
じ
た
と
き
、

ま
た
は
、
予
謀
も
し
く
は
待
ち
伏
せ
が
あ
っ
た
と
き
は
、
刑
罰
は
、

二
年
以
上
五
年
以
下
の
拘
禁
、
及
び
、
一
六
フ
ラ
ン
以
上
二
〇
〇

〇
フ
ラ
ン
以
下
の
罰
金
と
な
り
、
か
つ
、
当
該
行
為
者
は
、
刑
罰

執
行
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
以
上
一
〇
年
以
下
の
間
、
本
法
第
四

二
条14

）に
列
挙
さ
れ
る
諸
権
利
を
剥
奪
さ
れ
う
る
。」

「
当
該
行
為
者
が
、
嫡
出
子
の
父
母
、
非
嫡
出
子
の
父
母
、
養
父

母
、
も
し
く
は
、
そ
の
他
の
法
律
上
の
尊
属
、
ま
た
は
、
子
ど
も

に
対
す
る
権
限
を
有
し
、
も
し
く
は
、
監
護
権
を
有
す
る
者
で

あ
っ
た
と
き
、
二
〇
日
以
上
の
疾
病
ま
た
は
労
働
不
能
も
、
予
謀

ま
た
は
待
ち
伏
せ
も
な
け
れ
ば
、
刑
罰
は
前
項
と
同
様
と
な
り
、

二
〇
日
以
上
の
疾
病
も
し
く
は
労
働
不
能
、
ま
た
は
、
予
謀
も
し

く
は
待
ち
伏
せ
が
あ
れ
ば
、
刑
罰
は
懲
役
刑
と
な
る
。」

「
傷
害
、
殴
打
、
ま
た
は
、
食
物
も
し
く
は
世
話
の
不
提
供
か
ら
、

四
肢
の
欠
損
、
切
断
も
し
く
は
機
能
不
全
、
失
明
、
片
目
の
喪
失
、

も
し
く
は
、
そ
の
他
恒
常
的
身
体
障
害
が
生
じ
た
と
き
、
ま
た
は
、

死
を
惹
起
す
る
意
図
な
く
死
亡
結
果
が
生
じ
た
と
き
、
刑
罰
は
有

期
徒
刑
と
な
り
、
当
該
行
為
者
が
前
項
に
定
め
ら
れ
る
者
で
あ
れ

ば
、
刑
罰
は
無
期
徒
刑
と
な
る
。」

「
虐
待
が
死
を
惹
起
す
る
意
図
を
も
っ
て
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い

た
場
合
、
当
該
行
為
者
は
、
謀
殺
ま
た
は
謀
殺
未
遂
と
し
て
罰
せ

ら
れ
る
。」

第
二
条
｜
刑
法
第
三
四
九
条
、
第
三
五
〇
条
、
第
三
五
一
条
、
第
三

五
二
条
及
び
第
三
五
三
条
は
、
次
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

「
第
三
四
九
条

身
体
的
ま
た
は
精
神
的
状
態
の
故
に
、
自
分
で

身
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
状
況
に
な
い
子
ど
も
ま
た
は
無
能
力
者

を
人
気
の
な
い
場
所
に
遺
棄
し
ま
た
は
遺
棄
さ
せ
、
放
棄
し
ま
た

は
放
棄
さ
せ
た
者
は
、
こ
の
行
為
の
み
を
理
由
と
し
て
、
一
年
以

上
三
年
以
下
の
拘
禁
、
及
び
、
一
六
フ
ラ
ン
以
上
一
〇
〇
〇
フ
ラ

ン
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。」
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「
第
三
五
〇
条

前
条
で
定
め
ら
れ
る
刑
罰
は
、
尊
属
、
ま
た
は
、

そ
の
他
子
ど
も
も
し
く
は
無
能
力
者
に
対
す
る
権
限
を
有
し
、
も

し
く
は
、
監
護
権
を
有
す
る
者
に
対
し
て
は
、
二
年
以
上
五
年
以

下
の
拘
禁
、
及
び
、
五
〇
フ
ラ
ン
以
上
二
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
以
下
の

罰
金
と
な
る
。」

「
第
三
五
一
条

当
該
遺
棄
ま
た
は
放
棄
か
ら
、
二
〇
日
以
上
の

疾
病
も
し
く
は
労
働
不
能
が
生
じ
た
と
き
は
、
刑
の
上
限
が
適
用

さ
れ
る
。」

「
子
ど
も
も
し
く
は
無
能
力
者
に
四
肢
の
欠
損
も
し
く
は
麻
痺
が

残
っ
た
と
き
、
ま
た
は
、
恒
常
的
な
身
体
傷
害
が
生
じ
た
と
き
、

当
該
行
為
者
は
、
懲
役
に
処
す
る
。」

「
当
該
行
為
者
が
第
三
五
〇
条
に
列
挙
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
、

本
条
第
一
項
所
定
の
場
合
に
は
、
刑
罰
は
懲
役
刑
と
な
り
、
本
条

第
二
項
所
定
の
場
合
に
は
、
刑
罰
は
有
期
徒
刑
と
な
る
。」

「
人
気
の
な
い
場
所
へ
の
遺
棄
ま
た
は
放
棄
か
ら
、
死
亡
結
果
が

生
じ
た
と
き
、
当
該
行
為
は
故
殺
と
み
な
す
。」

「
第
三
五
二
条

身
体
的
ま
た
は
精
神
的
状
態
の
故
に
、
自
分
で

身
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
状
況
に
な
い
子
ど
も
ま
た
は
無
能
力
者

を
人
目
の
あ
る
場
所
に
遺
棄
し
ま
た
は
遺
棄
さ
せ
、
放
棄
し
ま
た

は
放
棄
さ
せ
た
者
は
、
こ
の
行
為
の
み
を
理
由
と
し
て
、
三
月
以

上
一
年
以
下
の
拘
禁
、
及
び
、
一
六
フ
ラ
ン
以
上
一
〇
〇
〇
フ
ラ

ン
以
下
の
罰
金
刑
に
処
す
る
。」

「
当
該
行
為
者
が
第
三
五
〇
条
に
列
挙
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
、

刑
罰
は
、
六
月
以
上
二
年
以
下
の
拘
禁
、
及
び
、
二
五
フ
ラ
ン
以

上
二
〇
〇
フ
ラ
ン
以
下
の
罰
金
と
な
る
。」

「
第
三
五
三
条

当
該
遺
棄
ま
た
は
放
棄
か
ら
、
二
〇
日
以
上
の

疾
病
も
し
く
は
労
働
不
能
、
ま
た
は
、
第
三
〇
九
条
第
三
項
に
定

め
ら
れ
る
身
体
障
害
の
一
つ15

）が
生
じ
た
と
き
、
当
該
行
為
者
は
、

一
年
以
上
五
年
以
下
の
拘
禁
、
及
び
、
一
六
フ
ラ
ン
以
上
二
〇
〇

〇
フ
ラ
ン
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。」

「
死
を
惹
起
す
る
意
図
な
く
死
亡
結
果
が
生
じ
た
と
き
、
刑
罰
は

有
期
徒
刑
と
な
る
。」

「
当
該
行
為
者
が
第
三
五
〇
条
に
列
挙
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
、

本
条
第
一
項
所
定
の
場
合
に
は
、
刑
罰
は
懲
役
刑
と
な
り
、
本
条

第
二
項
所
定
の
場
合
に
は
、
刑
罰
は
無
期
徒
刑
と
な
る
。」

第
三
条

一
八
七
四
年
一
二
月
七
日
の
法
律
第
二
条
は
、
次
の
よ
う

に
修
正
さ
れ
る
。

「
第
二
条

父
親
、
母
親
、
後
見
人
ま
た
は
雇
用
主
、
及
び
、
子

ど
も
に
対
し
権
限
ま
た
は
監
護
権
を
有
す
る
者
が
、
無
償
で
あ
れ

有
償
で
あ
れ
、
一
六
歳
未
満
の
自
身
の
子
ど
も
、
被
後
見
未
成
年

者
も
し
く
は
徒
弟
を
、
前
条
所
定
の
職
業
に
従
事
し
て
い
る
個
人

（法政研究80-１- ）202 202

資 料



へ
引
き
渡
し
、
ま
た
は
、
こ
れ
ら
の
子
ど
も
を
、
浮
浪
者
、
無
宿

者
も
し
く
は
物
乞
い
を
生
業
と
す
る
者
の
支
配
下
に
置
い
た
と
き

は
、
第
一
条
で
定
め
ら
れ
る
刑
罰
に
処
す
る
。」

「
前
項
に
掲
げ
る
子
ど
も
を
引
渡
し
も
し
く
は
引
き
渡
さ
せ
た
仲

介
者
ま
た
は
代
理
人
、
及
び
、
前
条
所
定
の
職
業
に
従
事
し
て
い

る
個
人
に
付
き
従
う
た
め
に
、
親
ま
た
は
後
見
人
の
住
所
か
ら
離

れ
る
こ
と
を
一
六
歳
未
満
の
子
ど
も
に
決
意
さ
せ
た
者
も
、
前
項

と
同
様
と
す
る
。」

「
後
見
人
は
、
有
罪
宣
告
に
よ
っ
て
、
必
要
的
に
、
後
見
を
解
任

さ
れ
る
。
父
親
及
び
母
親
は
、
親
権
の
権
能
を
喪
失
し
う
る
。」

第
四
条

子
ど
も
に
よ
り
行
わ
れ
た
軽
罪
も
し
く
は
重
罪
、
ま
た
は
、

子
ど
も
に
対
し
て
行
わ
れ
た
軽
罪
も
し
く
は
重
罪
に
お
い
て
、
事

件
を
付
託
さ
れ
た
予
審
判
事
は
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
検
察
官

を
聴
問
し
た
上
で
、
終
局
決
定
が
な
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
暫
定
的

に
、
子
ど
も
の
監
護
権
が
、
親
、
予
審
判
事
の
指
定
す
る
個
人
も

し
く
は
慈
善
団
体
、
ま
た
は
、
公
的
扶
助
機
関
へ
委
託
さ
れ
る
旨

命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

但
し
、
子
ど
も
の
五
親
等
内
の
親
族
、
後
見
人
ま
た
は
後
見
監

督
人
、
及
び
、
検
察
官
は
、
当
該
命
令
に
対
し
、
異
議
を
申
立
て

る
こ
と
が
で
き
る
。
異
議
の
申
立
て
は
、
直
ち
に
、
裁
判
所
の
評

議
部
に
対
す
る
単
純
申
請
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

第
五
条

前
条
の
場
合
、
重
罪
ま
た
は
軽
罪
を
付
託
さ
れ
た
法
院
ま

た
は
裁
判
所
は
、
検
察
官
を
聴
問
し
た
上
で
、
子
ど
も
の
監
護
権

に
関
し
、
終
局
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条

刑
法
第
四
六
三
条16

）は
、
本
法
に
よ
り
規
定
さ
れ
処
罰
さ
れ

る
犯
罪
に
適
用
さ
れ
る
。

第
七
条

本
法
に
抵
触
す
る
旧
規
定
は
全
て
廃
止
さ
れ
、
以
後
、
効

力
を
失
う
。

（
井
上
宜
裕
・
大
貝
葵
）
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の
健
康
ま
た
は
道
徳
性
を
危
険
に
さ
ら
す
で
あ
ろ
う
親
に
対
し
て
、

い
く
つ
か
の
措
置
を
規
定
し
た
」
と
し
、
親
権
の
喪
失
を
規
定
す
る

一
八
八
九
年
七
月
二
四
日
の
法
律
に
次
い
で
、
本
法
を
挙
げ
て
い
る
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同
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及
び
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’a
n
im
a
u
x

）、
サ
ー
カ
ス
の
団
長
（d

irecteu
rs d

e
 

cirq
u
e

）、
浮
浪
者
（v

a
g
a
b
o
n
d
s

）、
無
頼
漢
（g

en
s sa

n
s a
v
eu

）、

ま
た
は
、
乞
食
を
生
業
と
す
る
者
（g

en
s fa

isa
n
t m

etier d
e la

 
m
en
d
icite

）
に
子
ど
も
を
引
き
渡
し
た
場
合
を
処
罰
す
る
。

７
）

D
O
N
N
E
D
IE
U
 
D
E
 
V
A
B
R
E
S
,
o
p
.cit.(n

o
te
 
4),

p
.160;

G
A
R
R
A
U
D
,
o
p
.cit.(n

o
te
 
3),

p
.713.

ま
た
、P

É
D
R
O
N
,

P
ierre,

G
u
id
e d
e la p

ro
tectio

n ju
d
icia

ire d
e la jeu

n
esse,3

ed
.,
2012,

p
.50

参
照
。

８
）

P
É
D
R
O
N
,
o
p
.cit.(n

o
te 7),

p
.80.

ま
た
、G

A
R
R
A
U
D
,

o
p
.cit.(n

o
te 3),

p
.713

も
、
本
法
の
主
た
る
目
的
は
、

子
ど
も
に

対
し
て
な
さ
れ
る
暴
行
、
暴
力
行
為
、
残
虐
行
為
及
び
加
害
行
為
の

処
罰
」
と
し
つ
つ
も
、
保
護
対
象
と
な
る
少
年
の
拡
大
を
本
法
の
意

義
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

９
）

G
A
R
Ç
O
N
,
E
.,
C
o
d
e p
en
a
l a
n
n
o
te,

to
m
e 1,

1901
1906,

p
.192.

10
）

そ
の
他
、
本
法
に
関
し
て
は
、D

E
B
O
V
E
,
F
red

eric,
F
A
L
-

L
E
T
T
I,
F
ra
n
ço
is,
JA
N
V
IL
L
E
,
T
h
o
m
a
s,
P
recis d

e d
ro
it

 
p
en
a
l et d

e p
ro
ced

u
re p

en
a
le,
4
ed
,
2012,

p
.159;

M
E
R
L
E
,

R
o
g
er,

V
IT
U
,
A
n
d
re,

T
ra
ite

d
e d

ro
it crim

in
el,

T
o
m
e 1,

7
ed
.,
1997,

p
.796;

R
E
N
O
U
T
,
H
a
ra
ld
,
D
ro
it p

en
a
l g

e-

n
era

l,
2011,

p
.214

参
照
。

11
）

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
不
真
正
不
作
為
犯
論
を
め
ぐ
る

動
向
に
つ
い
て
は
、
井
上
宜
裕
「
不
真
正
不
作
為
犯
と
罪
刑
法
定
主

義
」
立
命
館
法
学
三
二
七
・
三
二
八
号
（
上
巻
）

二
〇
一
〇
年
）
一

五
二
五

一
五
四
五
頁
参
照
。

12
）

な
お
、
本
件
の
被
告
人
は
被
害
者
の
兄
で
あ
り
、
母
親
に
よ
る

世
話
の
不
提
供
に
対
す
る
共
犯
的
関
与
が
問
題
と
さ
れ
た
。

13
）

井
上
・
前
掲
注

11
）一
五
二
七

一
五
三
八
頁
。
な
お
、
末
道
康

之
『
フ
ラ
ン
ス
刑
法
の
現
状
と
欧
州
刑
法
の
展
望
』

二
〇
一
二
年
）

五
四
頁
以
下
参
照
。

14
）

一
八
一
〇
年
刑
法
第
四
二
条
は
、
公
民
権
、
民
事
上
の
権
利
及

び
家
族
法
上
の
権
利
行
使
の
禁
止
を
規
定
す
る
。

15
）

こ
れ
は
、
四
肢
の
欠
損
、
切
断
も
し
く
は
機
能
不
全
、
失
明
、

片
目
の
喪
失
、
ま
た
は
、
そ
の
他
恒
常
的
身
体
障
害
の
内
の
一
つ
を

指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

16
）

一
八
一
〇
年
刑
法
第
四
六
三
条
は
、
刑
罰
軽
減
事
情
（
酌
量
減

軽
）
に
つ
い
て
規
定
す
る
。
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